
共同実施グループ別記様式（その１）

伺い年月日 決定年月日 校 長 係 受 付 印
決

・ ・ ・ ・

定 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

伺

・ ・ ・ ・

通 勤 届
年 月 日提出

勤務学校名

学校長 様

所 在 地

主
た □ 新規（異動の場合を含む。）職名 氏名 印
る □ 住居の変更
届 □ 通勤経路の変更
出 □ 通勤方法の変更
の □ 運賃等の負担額の変更住居
理 (該当する□にレ印を付する。)
由

□ 直前の届出の区間と同一の区間がある公立学校職員の通勤手当に関する規則第３条の規定に基づき、 通勤の実情を
(該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)

届け出ます。
上記事実の発生年月日 年 月 日

通勤方法 乗車券等 左欄の乗車
順 路 区 間 距 離 所要時間 備 考

の 別 の 種 類 券 等 の 額

㎞ 分 円
１ □ 住居 から（ 経由） まで

・

２ □ から（ 経由） まで
・

３ □ から（ 経由） まで
・

４ □ から（ 経由） まで
・

５ □ から（ 経由） まで
・

総 通 勤 距 離 ． ㎞ 総 所 要 時 間 分（ 分）

通勤経路の略図（経路朱線）



（裏）

条例第16条第１項 手当額の決定

決 □該当 条例第16条第２項 □第１号 □第２号 □第３号
定 規則第５条（２km未満） □規則第８条の２（通勤所要回数 回）
事 □離島 □身体障害
項 □非該当 □規則第８条の３ □第１号 □第２号 □第３号

理由： 条例第16条 □第３項 □第４項

□回数券等を使用して利用する交通機関 平均１箇月 算
がある交替制勤務に従事する職員等 当たりの通 回 出

勤所要回数 式

算出の基礎となる １ 箇 月
運 賃 等 相 当 額 交 通 機 関 の 備 考

順 交 通 機 関 当たりの
※運賃改定等の

交通機関 回 数 券 等 運 賃 等 認 定 期 間
路 利用区間 定 期 券 事由を記入。

交 の 名 称 (１箇月当たり) 相 当 額

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで※ 通 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで機 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで関 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月
確

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで利 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで用 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで円 円( 箇月) 円 年 月 年 月
認

から まで者 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで円 年 月 年 月

から まで①１箇月当たりの運賃等相当額の合計額 円 年 月 年 月

から まで円 年 月 年 月

から まで及 ②自動車等の額（条例第16条第２項第２号の額） 円 円 年 月 年 月

から まで（自動車等の使用距離 ． km） 円 円 年 月 年 月

特 算出の基礎となる 特 急 料 金 等 １箇月当たり
順 交通機関（特急等） ２分の１相当額 の特急料金等

急 特 急 等 の 認 定 期 間 備 考
特急等の 回 数 券 等 ２分の１

路 利用区間 定 期 券
等 名 称 (1箇月当たり) 相 当 額

から までび 利 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで用 円 円( 箇月) 円 年 月 年 月

から まで者 ③１箇月当たりの特急料金等２分の１相当額の合計額 円 年 月 年 月

①＋②＋③の合計額 左記合計額が65,000円を超える場合 認 定 期 間
① １箇月当たりの運賃等相当額の合計額

から まで決 ② 自動車等の額 円 65,000円×［ 箇月］＝ 円 年 月 年 月
③ １箇月当たりの特急料金等２分の１相当額の合計額

から まで円 65,000円×［ 箇月］＝ 円 年 月 年 月
これらの合計額が６５，０００円を超えるときは、

から まで６５，０００円／月が支給限度額となります。 円 65,000円×［ 箇月］＝ 円 年 月 年 月

支給額 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 備 考

から定 年 月
まで年 月

から年 月
まで年 月

から年 月
まで年 月

から事 年 月
まで年 月

返 納 事 由
返納精算年月 返納対象交通機関等 払 戻 金 相 当 額 備 考

(規則第17条の2第1項)
□第１号 □第３号１

年 月末 円□第２号 □第４号
□第１号 □第３号２

年 月末 円□第２号 □第４号
項

□第１号 □第３号３
年 月末 円□第２号 □第４号

１箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が65,000円を超えていた場合 月 円

規則第17条の2第2項第2号の月数と県委員会・人事委員会の定める額 月 円

記入上の注意 摘 要

１ 「※」欄は、届出者は記入しない。
２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自動車、ＪＲ(○○線)、近鉄(○○線)、三交バス(○○線)等の
別を記入する。
３ 「乗車券の種類」欄には、定期券（○箇月）、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」欄には、定期券（○箇月）の価額、10枚綴回数券の額等乗車券に応ずる額を記入する。
５ 経路が往路と復路と異なる場合には、「備考」欄にその旨と理由を記入し、順路中の空欄に異なる部分を記入する。
６ 特急等利用者のうち、往路と復路が異なる場合には、「総所要時間」欄の（ ）内に異なる総所要時間を記入する。
７ 特急等利用者は、別紙様式（その２）を添付し、必要事項を記入する。




